
お
詫
び
と
訂
正

令
和
５
年
２
月
に
発
行
し
ま
し
た
「
地
方
選
挙
の
た
め
の
投
・
開
票
事
務
ノ
ー
ト
」
に
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
。

お
詫
び
い
た
し
ま
す
と
と
も
に
、
次
の
と
お
り
訂
正
い
た
し
ま
す
。

【

正
誤
表

】

訂
正
箇
所

正

誤

七
三
頁

開
票
立
会
人
は
、
候
補
者
が
、
当
該
選
挙
の
開
票
区

開
票
立
会
人
は
、
候
補
者
が
、
当
該
選
挙
の
開
票

二
～
四
行
目

ご
と
に
、
当
該
開
票
区
の
区
域
の
全
部
又
は
一
部
を

区
内
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
る
者
の
中
か

そ
の
区
域
に
含
む
市
町
村
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ

ら
、
開
票
立
会
人
と
な
る
こ
と
に
つ
い
て
本
人
の
承

れ
て
い
る
者
の
中
か
ら
、
開
票
立
会
人
と
な
る
こ
と
に

諾
を
得
て
定
め
、
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
届

つ
い
て
の
承
諾
を
得
て
定
め
、
市
町
村
の
選
挙
管
理
委

け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
届
出
は
、
投
票
日
の

員
会
に
届
け
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
届
出
は
、
前
三
日
目
の
午
後
五
時
ま
で
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

投
票
日
の
前
三
日
目
の
午
後
五
時
ま
で
に
し
な
け
れ

い
（
法
六
二
１
・
二
七
〇
）
。

ば
な
ら
な
い
（
法
六
二
１
・
二
七
〇
）
。
な
お
、
市
町
村

の
区
域
を
分
け
て
、
又
は
、
数
市
町
村
の
区
域
の
全
部

若
し
く
は
一
部
を
合
わ
せ
て
、
開
票
区
を
設
け
る
場

合
に
お
い
て
、
当
該
開
票
区
を
選
挙
の
期
日
前
二
日

か
ら
選
挙
の
期
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
設
け
た
と
き

は
市
町
村
の
選
挙
管
理
委
員
会
に
お
い
て
、
当
該
開

票
区
を
選
挙
の
期
日
以
後
に
設
け
た
と
き
は
開
票
管

理
者
に
お
い
て
、
当
該
開
票
区
の
区
域
の
全
部
又
は

一
部
を
そ
の
区
域
に
含
む
市
町
村
の
選
挙
人
名
簿
に

登
録
さ
れ
た
者
の
中
か
ら
開
票
立
会
人
を
選
任
す
る

こ
と
に
留
意
す
る
こ
と
（
法
六
二
８
）
。

七
三
頁

２

開
票
管
理
者
が
選
任
す
る
開
票
立
会
人
も
必
ず

２

開
票
管
理
者
が
選
任
す
る
開
票
立
会
人
も
必

一
六
行
目

当
該
開
票
区
の
全
部
又
は
一
部
を
そ
の
区
域
に
含

ず
そ
の
開
票
区
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い

む
市
町
村
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
て
い
な
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

れ
ば
な
ら
な
い
。

一
〇
七
頁

１

開
票
事
務
を
選
挙
会
の
事
務
に
併
せ
て
行
う
場

１

開
票
事
務
を
選
挙
会
の
事
務
に
併
せ
て
行
う
場

七
行
目

合
は
、
開
票
立
会
人
の
資
格
と
同
様
に
、
当
該
開
票

合
は
、
開
票
立
会
人
の
資
格
と
同
様
に
、
そ
の
開

区
の
全
部
又
は
一
部
を
そ
の
区
域
に
含
む
市
町
村

票
区
の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
者
で
あ
る
。

の
選
挙
人
名
簿
に
登
録
さ
れ
た
者
で
あ
る
。


